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T i t l e 

論文題目 道の文化遺産実践と地域社会 

――熊野地方における文化的景観の創出に関する一試論 

 
 
本論文は、まず熊野地方における古道整備の活動とその後における世界遺産「紀伊山地の霊場と参

詣道」の登録前後の活動を通して、両者を含んだ熊野地方における「文化の道」が、どのような主体

によって、どのような過程で、文化遺産としての景観を形成してきたかを明らかにした。そのうえで、

熊野地方における「文化の道」に関わる人びとが、自身の活動実践のなかで熊野地方の文化的景観を

どのように再構築してきたかを分析し、これらの活動を通した地域社会の文化遺産実践のモデルを

提示することを目的としたものである。 
 出願者は、先行研究をもとに世界遺産に関する諸課題を明らかにするとともに、熊野地方における

「文化の道」を整備した歴史的経緯を明らかにした。また、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の

登録前後の動きを丹念に調べ、地域で活動する人びとと文化行政の関係に着目し、その中でおこなわ

れている文化遺産実践を多角的な視点により分析した。 
 序論では、本論文の研究目的や先行研究等を示し、問題の所在を整理している。道の呼称や用法、

文化財や文化遺産の定義、あるいは文化遺産概念の構築と地域社会について再整理し、文化的景観と

公共性の視点からのアプローチとして、景観人類学における内的景観と外的景観が相律するための

議論を呼びかけるフォーラムとしての機能をもたせることで、文化遺産実践の方法論を提示する可

能性を指摘している。 
 第１章では、熊野地方における信仰の歴史を振り返るとともに、近世の紀州徳川家新宮藩、近代

以降の熊野地方の生業の展開を概観している。宗教政策によって壊滅的な被害を受けた熊野の信仰

の継承実践や、基幹生業の近代林業によって生み出された熊野地方の文化の豊かさを丹念に示すこ

とで、世界遺産として記載されている熊野の「文化の評価」が熊野地方における文化的事象のなか

の一部であることを検証している。 

 第２章、第３章では、熊野における世界遺産登録前の活動を概観している。第２章では、世界遺産

に登録される前段階に注目した。戦中期に主に国家・天皇制と関係する霊場・史蹟として表象され、

山岳の観光資源として再発見される「熊野古道」、霊性的知識人を中心とした熊野の精神性の再発見

の中で創出されていく「熊野学」の展開を詳細に検討し、世界遺産登録の素地となっていく熊野の景

観や文化的所産を明らかにしている。第３章では、世界遺産登録を前提とした熊野地方における道や

社寺の保全の活動事例について、和歌山県、奈良県、三重県の動向を整理した。世界遺産登録の活動

が、文化庁主導で進められ、熊野地方における歴史、文化、景観への深い検討や議論が地域社会を取

り残した状態でおこなわれたことで、多様な文化的側面を持つ熊野の文化が画一化されていく課題

を見出している。 

（別紙 Separate Sheet） 



第４章、第５章、第６章では、熊野における世界遺産登録後の動向を分析している。第４章では、

世界遺産登録後の熊野地方における「文化の道」の活動事例から、ツーリストを楽しませるための外

向的な道と、地域の人びとが独自の価値を見出し楽しむための内向的な道が創出されていく動向を

分析した。世界遺産登録というインパクトがもたらされた地域社会において、保存を前提とする文化

財や文化遺産的な側面の道と、活用を前提とする娯楽的な側面の道を使い分けることで、保存と活用

を両立させる「文化の道」の一つのモデルを示している。第５章では、熊野参詣道伊勢路において大

手スポーツブランド企業や観光庁が主導したトレイルランニングイベントの開催に伴う経緯に焦点

があてられている。文化財保護行政とトレイルランニングイベントの組織委員のコミュニケーショ

ン不足が、文化財や文化遺産を巡る保存と活用を対立させる大きな要因となる実態を描き出し、保存

と活用に各々の立場を置く両者の対話が重要であることが的確に示されている。第６章では、第４章

で取り上げた大辺路刈り開き隊の活動の意義をさらに掘り下げた。文化財保護行政と協働し、自分た

ちの意思や主張も反映させながら展開する大辺路刈り開き隊の活動についてフィールドワークを通

して丁寧に分析し、地域性を伴う「文化の道」の創出の可能性を明らかにしている。 

結論では、各章で展開した論述を踏まえ、熊野地方における「文化の道」をめぐる文化遺産実践の

モデルについて、他律性と自律性、保存志向と活用志向が交差するなかで複数の実践主体が併存して

いることを明らかにした。文化遺産実践の場では、保存か活用か、行政か住民かという単純な対立で

は整理できないこと、複数の実践主体がそれぞれの独自性を打ち出し、「対話」を重ねながら、活動

を実践することで、持続可能なモデルとなることが提示された。 

本論文の学術的意義は、指定文化財や世界遺産といった枠組みのなかでの「文化の道」ではなく、

むしろ地域のなかで再発見され、文化的な価値化が図られた「文化の道」としての熊野をとらえるこ

とで、文化遺産実践のモデルを明らかにしたことである。これは、長期フィールドワークのもとで、

文化遺産実践の担い手を対象とした参与観察による分析に基づくものである。その結果、民間団体や

地域社会が文化財保護行政と信頼関係を構築し、ともに日本の文化財や文化遺産を担う実践を可能

にする視座と方法論を提示することに成功しているといえる。また、文化遺産実践の前提となる「対

話」が成立しなかった場合、活動が実現できなくなるというモデルの脆弱性について、第５章のトレ

イルランニングイベントを巡る論述で示していることは、本論が示すモデルの実証性を高めるもの

として評価できる。 

次に本論文の社会的意義について、次の３点をあげることができる。第一に、新宮山彦ぐるーぷが

単独で再創造した南奥駆道の大部分が、その後、2004 年に世界遺産に登録されていることを明らか

にすることで、文化遺産の公共性は、国家に一元的に回収されるのではなく、地域の実践から再定義

することが可能であることを実証したことである。第二に、尾鷲藪漕隊の文化遺産実践として取り上

げた尾鷲トレイルの実践活動では、世界遺産の道と交差するエリアを利用しつつ、実行可能にしてい

る点を取り上げ、行政と地域社会が対立するのではなく、協働しうる文化遺産実践の方法論を提示し

たことである。第三に、文化遺産をめぐるパブリックな実践について、大辺路刈り開き隊が新たな歴

史的事実を発見した事例から、文化遺産実践者自身が、アカデミック分野に新たな知見を提供し、再

び実践に活かしていくという往還的な実践と研究の在り方を示したことである。これらは、国家や行

政、地域がどのように接続可能なのかについて、具体的かつ実証的に示すものとして注目できよう。 

とはいえ本論文にも、課題として指摘すべき点がないわけではない。上述したさまざまな成果を達

成しているにもかかわらず、文化遺産実践としながら、「紀伊山地の霊場と参詣道」と同様、同じ道



の世界遺産として、1993 年にスペインで登録、1998 年にフランスで登録されている「サンティア

ゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」や、現在、世界遺産登録に向けて積極的に活動を展開している「四

国遍路」の活動実践等との比較について言及できていないことは惜しまれる。これらは、「文化の道」

として熊野と共通の文化背景をもった文化遺産であり、これらと比較することができれば、本論文で

示した文化遺産実践モデルがより精緻なものになったと思われる。 
また、長期フィールドワークの参与観察で得られたであろう現場の人びとの声が必ずしも論文に

うまく反映されていない課題がある。これは、聞き取り調査による一次データを本文のなかで効果的

に示せていなかったことが要因であろう。 
ただし、口頭試問のなかでこれらの点について審査委員が質問したところ、出願者からは明快な回

答が得られ、論を補充する用意は十分に整っている。また、上述の課題は、本論文で明らかとなった

点を踏まえたものであり、今後、発展的に探究すべきもので、本論文の達成をいささかも損なうもの

ではない。  
以上の理由により、審査委員会は全員一致で本論文が博士（学術）の学位授与に値すると判断した。 

 


